
配偶者や後継者が、農業経営内で実質的に「共同経
営者」となっている場合には、認定農業者制度のもと
で、「夫婦共同申請」や「親子共同申請」を行うことが
できます。

農業者年金には、青色申告を行う認定農業者等と家
族経営協定を締結する配偶者や後継者に対し、保険料
の国庫補助が受けられる制度があります。

夫婦２人で就農したケースにおいて、夫婦相互に共
同経営者であることを明記し、家族経営協定を締結す
ると通常年間最大 150 万円の給付に対して、夫婦２
人で、その 1.5 倍の年間最大 225 万円の交付を受け
ることができます。

家族経営協定の締結に基づき、配偶者や後継者も自
分名義で農業近代化資金や経営体育成強化資金等の
融資を受けられる仕組みがあります。

今後の推進活動の参考とするため、令和４年度に、無作為に選んだ既締結者 33名を対象に、アンケートを行い
ました。その結果、締結の効果として、
・農業経営や働き方・暮らし方について話し合うきっかけ
になった（13人）

・家族の考えが明確になり将来の目標が定まった（８人）
・就労条件がはっきりし働きやすくなった（６人）」

といった意見を聞くことができました。

昨
年
の
６
月
か
ら
会
長
職
務
代
理

者
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
初
農

業
委
員
当
時
は
各
団
体
の
推
薦
委
員

が
複
数
お
り
、
私
も
平
成
21
年
度
の

改
選
で
議
会
推
薦
に
よ
り
委
員
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
選
任
方
法
が
変

わ
り
ま
し
た
が
現
在
に
至
っ
て
お
り

ま
す
。

就
任
当
時
は
、
畜
産
・
水
稲
・
野

菜
栽
培
等
が
盛
ん
で
中
山
間
地
域
で

も
、
遊
休
農
地
が
少
な
い
状
況
で
し

た
が
、
近
年
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が

重
な
り
、
耕
作
条
件
が
良
い
平
場
で

も
遊
休
農
地
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、農
地
の
集
約
化
、

農
業
耕
作
者
の
確
保
・
育
成
な
ど
を

目
指
す
改
正
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
が
本
年
４
月
に
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
２
年
後
の
令
和
７
年
３
月
ま
で

に
、
農
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
地
域

の
農
業
者
等
の
話
し
合
い
に
よ
り
、

目
標
地
図
を
記
載
し
た
地
域
計
画
を

策
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ま
で
地
域
計
画︵
目
標
地
図
︶に
係

る
検
討
会
を
各
地
区
で
開
催
し
、
農

地
１
筆
ご
と
の
耕
作
者
を
聞
き
取
り

な
が
ら
現
状
地
図
を
作
成
し
て
い
ま

す
。担

い
手
や
後
継
者
の
不
足
、
耕
作

者
の
高
齢
化
な
ど
懸
念
さ
れ
て
い
る

中
、
生
産
資
材
の
高
騰
な
ど
の
影
響

に
よ
り
、
特
に
も
中
山
間
地
域
の
離

農
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
守
る
べ
き
農
地
を
守
る
た
め

に
は
概
ね
10
年
後
に
目
指
す
農
地
利

用
状
況
を
明
確
に
し
た
目
標
地
図
の

素
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
地
域
の
農
地
・
農
業
を
守
っ
て

い
く
の
は
﹁
私
た
ち
の
責
務
﹂
で
す
。

今
後
各
地
区
で
地
域
農
業
の
将
来

の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
会
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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野
市
農
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委
員
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s
s
s
s
s
s
s
s 「遠野盆地」№36をお

届けいたします。表紙に
は市内の意欲ある、農業

の担い手の方々を紹介しています。また、皆
様に役に立つ最新情報は何かなどを考えな
がら編集していますが、意見や要望、感想な
どをお寄せいただければ幸いです。暑い日が
続いており、農作物への影響が懸念されます
が、実り多き年であることと、新型コロナの
終息を願うばかりです。

（編集委員 多田登）

農
業
委
員
ひ
と
こ
と

佐
々
木
義
弘
会
長
職
務
代
理
者︵

小
友
町
︶

家族経営協定とは、家族で取り組む農業経営について、経営の方針や家
族一人ひとりの役割、就業条件・就業環境について家族みんなで話し合い
ながら取り決めるものです。そして家族みんなで実行し、必要に応じて内
容の見直しも行っていくことです。

家族のルール、話し合ってみませんか？

家 族 経 営 協 定
家族経営協定
とは？

締結している方のアンケート結果

①　認定農業者制度を活かす時に

②　農業者年金の有利な加入を図る時に

③　農業次世代人材投資資金を夫婦２人で活用する時に

④　制度資金を借りる時に

活用できる制度上のメリット

令和５年３月末現在で、
290世帯が締結しています。

家族経営協定
とは？



農地の売買・貸借等による権利移動には、農地法第３条の規定による農業委員会の許可が必要です。

権利移動の許可申請書が提出されたら、農業委員会総会（毎月開催）の前までに地域の農業委員、農地利

用最適化推進委員が現地調査を行います。総会で審議し、許可の可否を決定した上で、申請者に許可書を交

付します。

毎年６月～７月頃に、市内の農地の利用状況を調査します。

農業委員、農地利用最適化推進委員が農地の利用状況を調査します。まずは目視で確認し、

遊休化している可能性のある農地はさらに詳しく確認を行い、記録します。

地域における農業の将来のあり方等について協議の場を設け、協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ

総合的な利用を図るため、「地域計画」を策定することとなります。地域計画には、「目標地図」の素案作成

が含まれており、令和７年３月までに策定することとなっています。

地域計画に併せて作成する目標地図は、概ね 10年後に目指すべき姿を地図に表示するものであり、農用地

一筆ごとの耕作者を記載します。

目標地図の素案の作成は、地域の農業者や関係機関と協力して作成することとなっております。順次各地

域で検討会等を開催しておりますので、ご協力をお願いします。

これまでの農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法による貸借（出し手→受け手）と農地中間管

理事業による貸借（出し手→農地中間管理機構→受け手）と２種類ありました。

これからは農用地利用集積等促進計画に変更となり、農地中間管理事業による貸借に統合されます。なお、

令和５年４月から２年間は経過措置期間（地域計画を策定するまでの間）が設けられています。

令和４年５月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、令和５年４月１日に施行されました。

改正の主な内容は次のとおりです。

農地を農地以外に転用する場合（農地法第４条）、農地を買ったり、借りたりして転用する場合（農地法第

５条）には、農業委員会を経由して県知事の許可が必要です。

転用の許可申請書が提出されたら、総会で審議し、農地転用許可基準からみた意見を決定し県知事等に送

付します。この場合、意見を決定する前に、30アール超の転用案件については、県農業委員会ネットワーク

機構の意見を聴く必要があります。

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
た
め

の
国
民
年
金
の
上
乗
せ
の
公
的
年

金
で
す
。

農
業
者
年
金
の
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除

②
終
身
年
金
。
80
歳
前
に
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
で
も
、
死
亡
一
時
金
が
遺
族
へ

支
給

③
保
険
料
の
額
は
自
由
（
月
額
２
万
円
～

６
万
７
千
円
）
に
変
更
で
き
る

※
35
歳
未
満
で
政
策
支
援
の
対
象
と

な
ら
な
い
方
は
１
万
円

④
加
入
・
脱
退
も
自
由

⑤
積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型
で
安
心

⑥
認
定
農
業
者
な
ど
の
担
い
手
に
は
保

険
料
の
国
庫
補
助
あ
り

加
入
条
件
は
こ
れ
だ
け

・
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
国
民
年
金
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く
）

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

問
合
せ

市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
６
２-

２
１
１
１

(

内
線
４
５
６
）

農
業
者
年
金
で
老
後
の

安
定
を
考
え
ま
せ
ん
か
？

13:30

～15:30

16:00

～18:00

13:30

～15:30

❷❸

令
和
５
年
度

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

今
年
度
も
、
熱
中
症
予
防
や
蜂
刺
さ

れ
な
ど
の
対
策
と
し
て
早
目
に
実
施
す

る
こ
と
と
し
、
６
月
26
日
に
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
出
発
式
を
開
催
、
６
月
30
日
〜

７
月
10
日
ま
で
市
内
全
域
で
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
（
利
用
状
況
調
査
）
を
実
施
し
ま

し
た
。

農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
、
市
農
業
再
生
協
議
会
構
成
員
、
農

業
委
員
会
事
務
局
職
員
が
連
携
し
、
延

べ
72
人
が
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
で
、
再
生
利
用
が
可
能

な
農
地
（
区
分
１
・
２
）
の
所
有
者
に
は

農
地
利
用
の
推
進
（
利
用
意
向
調
査
）
活

動
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
再
生
利
用
が
困

難
な
農
地
（
区
分
５
）
の
所
有
者
に
対
し

て
は
非
農
地
と
判
断
し
て
よ
い
か
な
ど

の
意
向
調
査
を
行
い
、
了
承
を
得
て
非

農
地
通
知
を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、

所
有
者
は
法
務
局
で
登
記
地
目
を
「
田
」

「
畑
」
か
ら
「
原
野
」
ま
た
は
「
山
林
」
に

地
目
変
更
す
る
手
続
き
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
で
目
に
つ
い
た
の

は
、
昨
年
は
水
稲
作
付
さ
れ
て
い
る
水

田
が
、
今
年
は
作
付
さ
れ
ず
放
置
さ
れ

て
い
る
水
田
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
こ

と
で
す
。
作
付
で
き
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
地
域
の
農
業
委
員
、
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
ま
た
は
、
農
業
委
員

会
事
務
局
に
ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

農
地
は
食
糧
生
産
、
自
然
環
境
の
保

全
、
治
水
等
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
農
村
の
大
切
な
資
源
で
あ
る
農
地

を
耕
作
放
棄
し
な
い
よ
う
に
み
ん
な
で

管
理
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

時　間開催日

11 月 27 日（月）

11月 28 日（火）

11月 30 日（木）

12月１日（金）

12月４日（月）

会　　場

青笹地区センター

宮守総合支所

遠野市役所とぴあ庁舎

小友地区センター

上郷地区センター

土淵地区センター

綾織地区センター

附馬牛地区センター

松崎地区センター

令和５年度農地パトロール

（利用状況調査）

調査結果（市内全域集計・速報値）

区分

区分１　荒廃度が低度

区分２　荒廃度が中度

区分５　再生利用が困難

前年度区分１・２から再生

合計

筆数

29筆

31 筆

176 筆

４筆

240 筆

面積

28,488㎡

50,185㎡

340,766㎡

2,784㎡

422,223㎡

各地区の農業委員、農地利用最適化推進委員が、
農地の貸し借りや名義変更（売買・贈与）、農地以外
への地目変更など、農地に関するご相談をお聞きし
ます。  

○費　用　無　料
○申　込　不　要
○その他 相談する農地の地番等がわかる資料　

（固定資産明細書等）をご持参ください。  
〇問合せ　市農業委員会事務局 

☎６２-２１１１（内線 454） 

農地に関する相談ごとはありませんか？
地区

青　笹

宮　守

遠　野

小　友

上　郷

土　淵

綾　織

附馬牛

松　崎

農業委員と農地利用最適化推進委員の役割について

農業経営基盤強化促進法等の改正について

農地パトロ－ルの様子（青笹地区）

令和５年７月 25日現在
農地の権利移動の許可

農地転用の意見送付

農地の利用状況調査

農地等の利用の最適化の推進

１　地域計画の策定

２　目標地図の作成

３　農用地利用集積計画から農用地利用集積等促進計画に変更

購
買
料
月
７
０
０
円
。
月
４
回
毎

週
金
曜
日
に
郵
送
で
お
届
け
し

ま
す
。
お
申
し
込
み
は
各
地
区
の

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
ま
た
は
農
業
委
員
会

事
務
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。




